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内容：注意体制の中で、熱中症予防をしながら

コロナ感染防止のため、私たちの行動や

対応についてお願いするものです。
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①感染が確認されている地域への（からの）不要不急
の移動は控える。

②新しい生活様式の実践。（習慣化）

③コロナ感染対策における熱中症予防の徹底。

※注意体制の中で、県を越えての移動など規制が緩和

されおりますが、これまでと同様に感染防止策の徹

底を、継続する必要があります。



①

国では６月１９日から、県をまたぐ移動等を解除してい
ますが、現在も感染者が多く確認されている地域がありま
す。（東京都を含む関東地域など）
町としては、「持ち込まない・持ち込ませない」を念頭
に、感染者確認地域への（からの）不要不急の移動は控え
て頂くようお願いします。

【やむを得ず移動する場合は、

せせらぎの郷、地域包括支援課へご相談下さい。】

ＴＥＬ ０１７９－２０－７１００ ３



②

感染防止策の徹底を、新しい生活様式として定着させ、
地域経済活動との両立を目ざします。

【新しい生活様式】

密閉・密集・密接の「三密状態」を避ける

外出の際、人混みを避け、人との適切な距離を保つ

マスクの着用、手洗い、消毒、咳エチケット等を徹底する

４

【地域経済活動など】

ソーシャルディスタンスを意識しながら

会議・会合の開催や、コミュニティ活動の推進

感染防止をこころがけ、飲食を伴う会合などの再開



③

十分な感染症予防を行いながら、熱中症予防にも、

これまで以上に気をつけましょう。

【熱中症予防のポイント】

人と十分な距離が確保出来る場合は、「マスク」を外す

エアコン使用中も、こまめに換気を行う

のどが渇いていなくても、こまめに水分補給する

涼しい服装に心がけ、外出の際は日傘や帽子を着用する
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田子町新型コロナウイルス感染症対策本部

コールセンター ０１７９－２０－７１００
役場地域包括支援課 ８：１５～１７：００
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１．田子町に持ち込まない、持ち込ませない
２．子どもと高齢者を守る


